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　　 和歌山市七番丁２３番地

吉宗
 筆頭者

 配偶者

（※押印は任意）

 届 出 人 署 名

　　　　　　　　　　　　　  印　　　　　　　　　　　　　  印

（連絡先）０９０－１２３４－５６７８

生　年　月　日 　　　　　　　　３４年　１１月２７日 　　　　　　　　３４年　９月１０日

補記事項　有・無

　発送　　　　　令和　　年　　月　　日

長　印

午前

午後

氏の振り仮名の変更届

 　 時　　分受付

通知(送付)令和　 年　　月　　日

　　　　　第　　　　　　号

　　　　　第　　　　　　号

　　　ソラ

空

令和　８年　９月１０日　届出

 長 殿

 受理　   令和　 年　　月　　日

理子

(フリガナ)       ヨシムネ

　　　　 マサコ

（住所…住民登録をしているところ）

           和歌山市七番丁２３番地

(変更前のフリガナ)

トクガワ
　変更前

トクカワ
　変更後

本　　　籍

海

氏の振り仮名
（カタカナ）

　　　マリン

和歌山市一番丁３

通　知書類調査 戸籍記載 記載調査 附 票 住民票

　　　　　　トクガワ　ヨシムネ

筆頭者
の氏名 徳川　吉宗

番地
番

同上

同上

同上

同上

連絡がつく電話番号

住民票の住所が一段上の方と同じであれば「☑同上」、

同じでなければそれぞれの住所を記入してください。

大阪市北区中之島一丁目３番２０号
中之島ハイツ２０１

窓口で届出する場合は届出当日の日付、

郵送で届出する場合は記入した日を書く

２

☐ 筆頭者✓

☐同上✓

（令和５年改正法附則第１０条、第１１条）

（名）

同上

☐ 子

配偶者

□ 大正 □昭和

□ 平成
□ 大正 □昭和

□ 平成

徳川 吉宗 徳川 理子

✓ ✓

基本の届出人は戸籍の筆頭者と配偶者です。

筆頭者が既に除籍になっている場合は、配偶

者が届出人ですが、筆頭者と配偶者の両方が

除籍になっている場合は、子が届出人となり

ます。子が届出人の場合、年齢に関わらず子

のうちどなたか１人で届出できます。

名の振り仮名の変更は、こ

の届書では戸籍に記載され

ません。別途「名の振り仮

名の変更届」を届出するこ

とで、名の振り仮名の変更

が戸籍に記載されます。

！

家庭裁判所で氏の振り仮名の変更の許可を得た方は、こちらの届書で

は提出できません。別の様式で提出いただく必要があります。

！


